
白石市公告第７３号 

 

公募型プロポーザルに関する公告 

 

 令和６年度白石市人事評価システム導入業務について、公募型プロポーザルを実施す

るので、次のとおり公告する。 

 

 令和６年１１月８日 

 

 

白石市長 山 田 裕 一    

 

 

１ 業務の名称 

令和６年度 白石市人事評価システム導入業務 

 

２ 業務の目的・概要  

白石市大手町地内 ほか 

 

３ 業務の目的・概要  

（１）業務の目的 

 本市では、職員一人ひとりの能力開発及び意識改革を進め、限られた人材及び財源の

中で住民満足の高い行政サービスを提供する組織体をつくるべく、平成１９年度から人

事評価制度を導入している。 

現在の人事評価業務では、管理職等の評価者及び人事評価業務担当所属において、当

該業務が主に紙と手作業により行われており、限られた時間の中で処理すべき作業が膨

大となっていることから業務の効率化を進めていく必要がある。また、人事評価結果等

について、必要に応じて円滑に共有、活用等を図ることにより、適切な人事評価及び人

材育成を推進していく必要がある。 

本業務は、人事評価業務をデジタル化し、業務の効率化、人材育成の推進等を図るた

めに人事評価システムを導入し、人事評価を通じて職員の士気を高め、住民ニーズの多

様化や業務の複雑化等、地域社会を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組

織運営や職員一人ひとりの資質・能力を向上させていくことを目指すものである。 



 

（２）業務内容  

①人事評価システム導入に係る作業（システム環境構築、稼働確認、マニュアル作成

等）。 

②クラウド又は LGWAN-ASPの方式による人事評価システムの提供。 

③上記を導入、運用するために必要な環境の整備及び設定作業等。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 提案上限額 

２，０４６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

５ 資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

（２）参加意向申出書（様式第１号）提出時点で、白石市の競争入札参加資格者名簿に

登録されていること。 

（３）白石市入札参加資格者に係る指名停止措置を受けていないこと。 

（４）民法（明治２９年法律第８９号）第３３条に規定する法人であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続き開始の申立

て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続き又は破産手続

き開始の申立てがなされていないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員でないこと。 

（７）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）

に該当していないこと。 

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）

に該当していないこと。 

（９）平成３１年４月１日以降、地方公共団体において人事評価システムの運用実績又

は導入支援の実績があること。 

（１０）プライバシーマークの認証を取得していること。 



（１１）提案するシステム等をインターネットクラウドで運用する場合は、当該サービ

スが ISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。 

 

６ 手続等 

（１）必要書類の配布 

   令和６年度白石市人事評価システム導入業務公募型プロポーザル実施要領、仕様

書及び各種様式等は、白石市公式ホームページで公表するので適宜ダウンロードす

ること。 

（２）必要書類の提出方法等 

   実施要領を確認すること。 

 

７ 問い合わせ先 

白石市総務部総務課 

〒９８９－０２９２ 宮城県白石市大手町１番１号 

電 話 ０２２４－２２－１３３１ 

ＦＡＸ ０２２４－２４－４８６１ 

E-mail somu@city.shiroishi.miyagi.jp 


